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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、経営の効率化と健全性を高めていくことにより、株主をはじめ取引先・従業員等にとっての企業価値を増大させることが基本的な方針と
考えており、経営の意思決定の迅速化、経営の透明性の確保、監督・監査機能の強化を図るため、コーポレートガバナンスが経営上の最重要課
題と位置づけております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】

　当社は現在、議決権の電子行使を可能とする仕組みを導入しておりませんが、2022年6月開催予定の株主総会における議決権電子行使プラッ
トフォームの導入に向け、検討を進めております。

　また現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、招集通知の英訳は行っておりません。今後、海外投資家比率
の推移を踏まえ、必要に応じて招集通知の英訳等を検討してまいります。

【原則1-4】

　１．政策保有株式の縮減に関する方針

　　当社は、中長期的な視点から企業価値の向上を継続的に実現するために、信頼関係や取引関係の維持・強化することが必要かつ有益と判断

　　する場合に、政策保有株式を保有しております。また、取締役会にて、年に一度、個別の株式保有について、保有する意義や合理性を検討

　　して、それらが認められない政策保有株式については、原則縮減することとします。

　２．「取締役会における、保有目的・便益やリスクと資本コスト等の精査・保有の適否の検証と検証内容についての開示」を実施しない理由

　　保有株式の適否の検証につきましては、適宜、経営幹部会において確認しております。

　　取締役会での検証およびその結果についての開示は今後の検討課題と考えております。

　３．政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準

　　当社は、政策保有株式に係る議決権行使については、発行会社の持続的な企業価値向上や株主還元等の観点から、議案ごとに精査し

　　賛否を判断しております。

【補充原則2-5-1】

　　当社は現在、人事課にて内部通報の窓口を設置しており、通報があった件については十分に調査を行ったうえで、適切な措置を行っておりま
す。経営陣から独立した窓口を設置することに関しては今後の検討課題であると考えております。

【補充原則4-1-2】【原則5-2】【補充原則5-2-1】

　当社は現在、単年度業績予想と実績との乖離に関する原因分析は毎月行っており、決算発表を通じて開示・説明を行っております。一方、経営
環境の変化が激しい中で、計画値と実績値の大幅な乖離が生じる可能性が高いという観点から、中期経営計画を策定しておりませんが、具体的
な数値目標に基づいた、収益計画や資本政策の方針等を含む中期経営計画の策定および公表については、今後の検討課題であると考えており
ます。

【補充原則4-1-3】

　当社の最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。社長については、経験・能力・人格等の資質を勘案し、その時々の経
営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。

【原則4-2-1】

　当社の取締役の報酬は、企業価値が安定し、また持続的に向上するための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

　当社は現在、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬は導入しておりませんが、客観性・透明性の高い手順に従った、業績を反映させる
ことにより健全なインセンティブが機能する報酬制度の導入については、今後の検討課題であると考えております。

【補充原則4-3-1】

　取締役候補者の指名については、取締役会において社外取締役を含めて十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。当社の社
外取締役2名はいずれも独立役員と指定しており、それぞれが独立した立場から積極的な意見と提言を行っていることから、現在の仕組みが適切
に機能していると考えておりますが、今後より公正性及び透明性の高い手続の導入に向け、検討してまいります。

【原則4-3-2】【原則4-3-3】

　最高経営責任者である社長の選解任は、取締役会において十分な審議を経た上で決定しております。今後は、取締役会が、客観性・適時性・透
明性ある手続を策定し、十分な時間と資源をかけて資質を備えた社長を選任することを検討してまいります。



【補充原則4-10-1】

　当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会および報酬委員会を設置しておりません。取締役の報酬に関しては、
取締役会から一任された代表取締役社長が、各取締役の役位・職責・在任年数に応じて、当社の業績・従業員給与の水準も考慮しながら、総合
的に勘案して決定しており、取締役候補者に関しては、代表取締役社長が選定した候補者案を、取締役会において十分審議の上決定しておりま
す。今後、指名や報酬をはじめとしたとりわけ重要な事項に関して、より客観性・透明性の高い手続の構築に向けて検討してまいります。

【原則4-11】【補充原則4-11-3】

　当社は、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として最適と考えられる人材を取締役に選任しております。現在、当社の取締
役は、全員が日本人の男性であり、海外勤務経験を有する者はおりません。ジェンダーおよび国際性の面につきましては、今後の検討課題である
と考えております。

　また、監査役については、財務・会計又は法務に関する相当程度の知見を有する者として、公認会計士１名を社外監査役に選任しております。

　当社は現在、取締役会全体の実効性に関する分析・評価については実施しておりませんが、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価
方法・評価結果の概要の開示方法も含めて、今後の検討課題であると考えております。

【補充原則4-11-1】

　当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を11名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として
最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、企業経営に関する
豊富な知識・経験を有し、それぞれの担当分野に関する知見を兼ね備えた8名の取締役で構成されています。

　当社は、現在取締役の有するスキル等の組み合わせを開示しておりませんが、取締役会の実効性のさらなる向上と構成バランスを可視化でき
るよう、今後、独立社外取締役を含めたスキルマトリックスを作成し、開示することを検討して参ります。なお、取締役の選任に関する方針・手続は
【原則3-1（ⅳ）】で開示のとおりです。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-3】

資本政策の基本的な方針

　当社は、財務の健全性を前提として、既存事業に加えて、グローバルで時代の流れと共に成長していける新しい事業への投資を行う事が、企業
価値の安定した持続的な成長のために重要であると考えています。投資を検討する上で、事業リスク、資本効率、資本コスト等を勘案した上で、効
率的な投資を目指します。

【原則1-7】

　当社においては、当社と当社役員との直接取引、当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引等については、取締役会にお
いて事前承認を行っております。また、当社の役員に対して、年に一度関連当事者間取引の有無について確認をするアンケート調査を実施してお
り、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。また、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品
取引法等の関連する法令や証券取引所が定める規則に従って開示いたします。

【原則2-1】【原則3-1】

　（ⅰ）当社の社是を経営理念として、事業展開を行っております。

　　　

　　　社是：１．開拓者精神

　　　　　　　２．綜合商社の目的達成

　　　　　　　３．働きがいのある職場達成

　　　　　　　４．私達は会社の仕事を通じて社会に貢献しよう

　（ⅱ）本報告書１－１(当書類冒頭)．基本的な考え方に記載しております。

　（ⅲ）当社の取締役の報酬は、企業価値が安定し、また持続的に向上するための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては

　　　　各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および

　　　　役員退職慰労金により構成するものとしております。また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数に

　　　　応じて当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。役員退職慰労金は、退任時に

　　　　一括して支給する報酬とし、その金額等については、当社が定める役員退職金規程に基づき、基本報酬および役位に応じて算定するもの

　　　　としております。なお、取締役会の決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の具体的報酬額を決定しております。取締役の

　　　　個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において代表取締役社長が役位・職責・在任

　　　　年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定していることから、取締役会はその内容が

　　　　決定方針に沿うものであると判断しております。

　（ⅳ）取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質を有すること等を選任基準としております。社外取締役とな

　　　　る取締役候補者は、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績を有し、また、経営の監督機能をより強化するために、東証の「社外

　　　　役員の独立性基準」を満たす者を候補者としております。監査役候補者は、会計の監査を含む業務全般の監査面における相当な知見を有

　　　　すること等を選任基準としております。社外監査役となる監査役候補者は、財務・会計・税務・企業経営等における相当な知見を有し、また、

　　　　監査体制の中立性をより強化するために、東証の「社外役員の独立性基準」を満たす者を候補者としております。取締役候補者の指名につ

　　　　いては、取締役会において、社外取締役を含めて十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。また、監査役候補者の指名に

　　　　ついては、候補者について監査役会の同意を得たうえで、取締役会において十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。

　　　　経営陣につきまして、上記の選任基準を満たさない、あるいは職務遂行能力を有しないと判断される場合には、取締役会が株主総会に

　　　　提出する当該取締役の解任議案の審議を行うこととします。

　(ⅴ）参考書類（招集通知）に掲載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則2-4】

　当社は、採用、配置、昇進等において性別や国籍による区別なく、実力や成果に応じた評価を行ております。

　また、グローバルで活躍できるスキルを身につけるために、海外留学等を経験させ、社員の成長に取り組んできました。

　＜女性活躍推進・中途採用・外国人について＞



　　女性の活躍や能力推進は、重要な課題と位置づけております。

　　現在、管理職全体に占める女性の割合は、5％に届かない状況です。まずは、以下の目標を達成する取り組みを実施しています。

　　　・管理職全体に占める女性の割合：5％

　　女性の能力推進のために、研修や育成のための意見交換会を行っています。研修では女性管理職（ロールモデル）による講話をはじめ、

　　育児休業等の制度の理解を推し進め、風土形成作りに取り組んでいます。制度面では、育児と仕事の両立ができるように、時間単位の年次

　　有給休暇の制度の導入、状況に応じたテレワークや時差出勤をおこない、働きやすい環境づくりを推進しております。また、中途採用で専門的

　　な知見をもった人材を管理職として登用しております。中途採用及び外国人の管理職の目標値は、検討段階であり、今後の課題になります。

　＜人材育成方針について＞

　　大切な価値観として、以下のことを共有しています。

　　　・現状に満足せず高い目標をもち、成長する。

　　　・グローバルな視点を持ち、思考を行う。

　　国内外でM&Aを中心に新規の事業を行っていくにあたり、投資した事業を運営し成長させる人材を育成していきます。社員に中期的な目標を

　　設定させ、経営幹部が直接ヒアリング、助言することで社員の能力開発を行っております。

　　また、入社配属後のOJTに力を入れており、育成担当社員の設置、また定期的な育成レポートを通して、社員の育成を推進しています。

　　年次別研修、階層別研修などで、人材育成のみならず、部署を超えた人事交流の促進もしております。

　　また、海外留学等でグローバルな人材の育成、外部から専門的な知見をもった優れた人材を採用して、専門知識の共有も行っております。

　＜社内環境整備について＞

　　社員が健康で仕事とプライベートを両立できるような職場環境づくりに取り組んでいます。

　　「長時間労働の削減」「社員の健康管理」に取り組んでおり、長時間労働の削減のため、全社での目標数値の策定や毎月1回の会議での

　　レビュー・対策の検討を行っております。

　　また、2020年から健康管理システムを導入し、社員の健康診断・ストレスチェック・過重労働を管理し、産業医と連携、社員の面談や健康管理

　　に努めております。

　　毎年社員にアンケートを実施し、職場環境の調査や改善を行うほか、グループ全体でも健康保険組合と連携、社員の健康推進のための

　　取り組みや補助を行っております。

　

【原則2-6】

　当社は、社員の退職給付制度として、確定給付企業年金制度と確定拠出年金制度を実施しております。確定給付企業年金制度においては、三
谷商事企業年金基金を通じ、年金・一時金を将来にわたり確実に安定した給付を実施していくために、年金資産においては中長期的な観点から
政策的資産構成割合を策定し、代議員会を通じて、資産構成割合の配分調整を行う等、基金における安定運用へ寄与するよう継続的な対応を実
施しております。資産運用において、各運用機関に対しての運用状況を適切にモニタリングするために、基金の代議員会のメンバーに財務・総務・
人事の専門性を有した適切な資質の人材を配置することで、代議員会等を通じて運用状況の確認を行う体制を構築しており、基金の健全な運営
が行われるよう確認しております。

【補充原則3-1-3】

　当社企業グループは、当社の社是と行動指針に基づき、事業活動の成長を通じて持続可能な未来社会の実現に貢献することをサステイナビリ
ティの基本方針としております。当社の方針や具体的な取り組みは以下となります。（社是は【原則2-1】【原則3-1】に記載、行動指針は当社ホーム
ページにて記載しております。）

　　環境

　　　・各国・地域の環境規制を遵守します。

　　　・再生可能エネルギー事業への取り組みを通じて低炭素社会への貢献します。

　　　

　　　　具体的には、日本国内にて20基(40,000ｋWh）の風力発電及び1,000ｋWhの太陽光発電を、再生可能エネルギー事業として展開しています。

　　社会

　　　・働きがいのある職場環境の整備により、社員の健康に配慮し、社員の活力を引き出します。

　　　・人材の多様性を確保し、グルーバルに時代の流れに合わせた事業をリードできる社員の育成を行います。

　　　・人権及び国や地域社会の文化や慣習を尊重し、社会との良好な関係を維持します。

　　　・地域社会の発展に貢献します。

　　　　

　　　　具体的には、環境や社宅も安全に配慮し、地域のハザードマップ等を確認し、安心して働ける環境、生活できる環境を提供しています。

　　　　また、自然災害に備えて、社員安否確認システムを導入しています。

　　　　人権を尊重し地域社会の発展に貢献するため、修学困難な学生に学資金を援助や福井県内におけるボランティア活動等を助成する

　　　　一般財団法人を運営しております。

　　ガバナンス

　　　・企業活動において、法令や社会規範を遵守し、公正かつ誠実な事業活動により、社会に貢献します。

　　　・経営の意思決定の迅速化、経営の透明性の確保、監督・監査機能の強化により、ガバナンス体制の構築・充実を推進し、企業価値向上を

　　　　図ります。

　　　・お客様の信頼や期待に応える、安心品質の製品及びサービスの提供に努めます。

　　詳細は、当社ホームページにもCSR活動として掲載しております。

　また、人的資本や知的財産への投資等については下記のとおりです。

　

　　人的資本の投資

　　　【補充原則2-4-1】をご参照ください。



　　知的財産への投資

　　　当社オリジナルの情報パッケージソフトへの開発費や、当社ハウスマークおよび社名ロゴの商標登録を継続更新しております。

【補充原則4-1-1】

　当社は、経営戦略や経営計画の方向性に基づき、業務執行に専念する責任者として執行役員を配置し、迅速な業務執行が可能な体制を整備し
ております。取締役会においては、法定の取締役会決議事項、株主総会で取締役会に決定を委任された事項、その他取締役会が必要と認めた
重要な事項について決議しており、決議事項の具体的内容は取締役会規則に定めております。上記以外の業務執行の決定については、経営幹
部会、代表取締役 その他の意思決定機関に委任しており、その内容は稟議規定に定めております。

【原則4-9】

　当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会の審議により、独立社外取締役を選定して
おります。

【補充原則4-11-2】

　当社取締役・監査役の重要な兼職状況については、「株主総会招集ご通知」の参考書類、事業報告ならびに有価証券報告書にて開示しており
ます。

【補充原則4-14-2】

　当社は、新任の社外取締役・社外監査役に対し、経営資料により事業環境等の説明を行うこととしております。また、取締役・監査役がそれぞれ
の役割・責務を果たすために必要な研修の情報提供や知識を習得するのに必要な費用の支援を行うこととしております。

【原則5-1】

　株主との建設的な対話を促進するための方針

　　（ⅰ）株主との対話を統括する役員として、企画管理担当役員が担当しております。対話の申込みに対しましては、その目的および内容の

　　　　　重要性、対話希望者の属性等を考慮いたしまして対応を検討いたします。

　　（ⅱ）株主との対話を補助する部門として、総務部と財務部が共同で対応することとし、株主との対話が効果的になるよう努めることと

　　　　　しております。

　　（ⅲ）投資家に対しましては、当社ホームページ上に決算短信等を掲載するとともに、適時情報を開示しております。

　　（ⅳ）株主との対話において把握された意見や懸念につきましては、取締役を含む経営陣および関係部門に適宜報告を行い、

　　　　　フィードバックいたします 。

　　（ⅴ）株主との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止に努めるものとし、公平性を確保するため、決算発表までの数週間を沈黙期間

　　　　　として、決算に関する問い合わせについては対応等を控えることとしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

一般財団法人三谷進一育英会 2,249,227 7.49

三谷セキサン株式会社 2,217,517 7.39

三谷土地ホーム株式会社 1,893,000 6.30

三親会 1,689,000 5.62

三谷設備株式会社 1,150,800 3.83

第一生命保険株式会社 1,104,000 3.67

三谷宏治 885,000 2.94

三谷聡 815,500 2.71

三谷滋子 707,400 2.35

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR : FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 665,000 2.21

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐野俊和 他の会社の出身者 ○

藤田知三 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐野俊和 ○ 独立役員

取締役としてふさわしい人格と識見を有し、ま

た経営者としての豊富な経験と知見を有し、当

社グループと重大な利害関係がなく独立性を

確保できることから、経営全般の監督と有効な

助言が期待できるため社外取締役に選任して

おります。また、当社と佐野俊和氏の経営する

会社とは取引金額が僅少であり、一般株主と

利益相反が生じるおそれがないと判断しており

ます。

藤田知三 ○ 独立役員

取締役としてふさわしい人格と識見を有し、ま
た経営者としての専門的な知識・経験等を有し
ていることから、経営全般の監督と有効な助言
が期待できるため社外取締役に選任しておりま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

年2回定期の監査報告会を開催しております。その他必要に応じて監査について意見の交換を行っております。

また、監査役と監査室は随時情報交換を行い、業務について有効な監視および監査を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

勝木重三 公認会計士

橋本征康 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

勝木重三 　 ―――

公認会計士として培われた専門的な知識・経
験等を当社の監査体制に生かすことができる
ことから、社外監査役に適任と判断したためで
あります。

橋本征康 ○ 独立役員

教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有
していることから、経営全般の監視と有効な助
言を期待できるため、社外監査役に適任と判
断したためであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　取締役の任期を1年として、任期中の業績等を勘案して報酬等を決定しているため、インセンティブ付与は実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

　2021年3月期において取締役に支払われた報酬等の総額は273百万円（支給人数10名）、監査役の報酬等の総額は18百万円（支給人数5名）で
あります。（なお、報酬等の額には当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。）

　会社法、金融商品取引法、企業内容の開示に関する内閣府令等、関係法令の定めに従って開示を行っております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　2021年2月15日開催の取締役会において決議された当社の取締役の報酬等の決定に関する方針の内容は、以下のとおりです。

１．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値が安定し、また持続的な向上するための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および役員退職慰労金により構成　
するものとする。

２．基本報酬および役員退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的　
に勘案して決定するものとする。

　役員退職慰労金は、退任時に一括して支給する報酬とし、その金額等については、当社が定める役員退職金規程に基づき、基本報酬および役
位に応じて算定するものとする。

３．取締役の個人別の報酬等の種類別の支給割合の決定方針

　当社の取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬および役員退職慰労金により構成する固定報酬が、取締役の個人別の報酬等の額
の全部を占めることとする。

４．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、
各取締役の基本報酬の額の決定とする。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役につきましては、取締役会の事務局である総務課より取締役会等の開催日程、議案およびその内容等につき、事前に説明を行って

おります。

　また、社外監査役につきましては、要請に応じて監査室が補助する体制となっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　グループの経営方針・戦略の意思決定および業務執行の監督機関としての取締役会は、月1回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し

ており、取締役は8名（内社外取締役2名）で、任期は1年としております。

　また、業務執行機関である執行役員制度の導入により、業務執行責任の強化、明確化を図っており、執行役員は10名で、任期は1年としており
ます。

　経営幹部会は週に1度開催し、当社の経営方針および経営戦略に係る重要事項については事前に議論を行い、その審議を経て業務執行の決
定を行っております。

　経営執行状況の監督機関としての監査役会は、監査役3名で構成されており、内2名は社外監査役であります。

　内部監査機能としての監査室は、内部監査の強化を図るため監査室の人員を3名とし、コンプライアンスやリスク管理の状況などを定期的に監

査しております。

　当社の会計監査業務を執行する公認会計士は桐川聡氏、石原鉄也氏であり、太陽有限責任監査法人に属し、また補助者は公認会計士4名、そ
の他12名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



※現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由を記載してください。

　当社は監査役制度を採用しており、取締役会、経営幹部会、監査役会および監査室、公認会計士のそれぞれの機関により、的確な意思決定と

効率的な業務執行を行う一方、適正な監査および監視を可能とする経営体制が構築できていることから、本体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
毎年、株主総会集中日の2週間前に開催しております。2021年3月期の株主総会は6月11
日に開催いたしました。

その他

株主総会会場において、事業報告等の内容をスクリーンに映すビジュアル化を実施し、株
主様の理解を促進することに努めております。

また、東証ホームページおよび当社ホームページ上に招集通知を発送日2日前に掲載し
ております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
決算短信、株主総会招集通知、適時開示資料等の発表した資料を掲載してお
ります。

IRに関する部署（担当者）の設置 財務担当役員が統括しており、総務部および財務部が補助しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

株主・顧客・取引先・社員向けの行動指針を規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

社会貢献活動の一環として、修学困難な学生に学資金を援助する一般財団法人三谷進一
育英会、福井県内におけるボランティア活動等を助成する一般財団法人三谷市民文化振
興財団を運営しております。

また、環境負荷低減への取組みとしましては、茨城県において15基（30,000kWh）、青森県
において5基（10,000kWh）の風力発電を、兵庫県においてメガソーラー（1,000kWh）の再生
可能エネルギー事業を展開しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1．取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は、役員および従業員に対して、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基
づき誠実に行動することを求め、またこれらのコンプライアンスに係ることについて社員研修等の実施を通して周知徹底を図る。また、法令上疑義
のある行為について、従業員が直接、管理担当役員に情報提供を行う体制をとることとする。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、法令や社内規定に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保
存・管理することとする。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドライン等を制定する。

　また、工場においては、環境面、労働安全衛生面、品質面を管理し、リスクの防止に取り組むこととする。

　万一不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置し担当する本部長を決め、各部門の責任者および顧問弁護士等を含む外部アドバイザリ
ーにより構成するチームを組織し、迅速な対応を行い、リスクの拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。



4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて随時
開催するものとする。

　また、経営幹部会を週に１度開催し、当社の経営方針および経営戦略に係る重要事項については事前に議論を行い、その審議を経て執行決定
を行うものとする。

　取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者および責任、執行手続の
詳細について定めることとする。

5．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社企業グループの管理については、子会社管理規程に基づき、当社財務部において各子会社の管理業務を行う体制をとることとする。また、
各子会社の業績については、当社において担当部門または担当役員を定め、毎月各子会社より業績の報告を受け、当社取締役会に報告するこ
ととする。

コンプライアンスについては、担当部門または担当役員を通して、各子会社が遵守すべき規則または法令等の周知徹底を図り、法令遵守体制の
整備に努めることとする。

　リスク管理については、各子会社においてリスク管理のための規則やガイドラインを策定し、これに基づきリスク防止に努めるとともに、万一重大
なリスクが発生した場合には、当社担当部門または担当役員に報告するものとする。

　各子会社には、当社取締役および監査役を派遣するほか、当社監査室による監査を定期的に行い、業務の適正を確保するものとする。

6．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制ならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保
に関する事項

　監査役は、監査室所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員はそ
の命令に関して、取締役、監査室長等の指揮命令を受けないものとし、当該社員の取締役からの独立性および監査役の当該社員に対する命令
の実効性を確保するものとする。

7．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

　監査役は、取締役会および重要な会議に出席して意見を述べるものとする。

　当社または当社企業グループに重大な損失や問題が発生するおそれがある場合は、担当部門の責任者は、速やかに監査役に報告するものと
する。

　また、監査役は取締役・執行役員・従業員および子会社の取締役・監査役等と意思疎通を図って情報の収集・調査に努め、これらの者は監査役
の求めに応じて随時報告その他の必要な協力するものとする。

　当社は、通報者保護に配慮した内部通報者制度を設け、監査役への報告を行った者に対して不利な取扱いは行わないものとする。

　また、監査の実効性を担保するべく、監査役の職務の執行に必要な経費は会社が負担するものとする。

8．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制

　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の
外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する体制を整える。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社および当社企業グループ、当社の特別利害関係者、株主および取引先などに反社会的勢力との関係はありません。

　当社においては、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、警察等の外部専門機関と緊密に連
携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応することを反社会的勢力排除の基本方針としております。

　社内体制としては、反社会的勢力の対応部署を総務課とし、「反社会的勢力管理マニュアル」「反社会的勢力対応マニュアル」を策定しておりま
す。また、総務課は反社会的勢力であると認定した取引先の情報および外部専門機関からの情報を一元的に管理しております。

　新規取引を開始する際には、財務課が「反社会的勢力管理マニュアル」に基づき、危機管理会社が提供するスクリーニングシステムなどの情報
から新規取引先が反社会的勢力と関係していないかを調査しております。なお、既存取引先につきましては、反社会的勢力との関係を調査した上
で、暴力排除条項を導入した契約書の締結および覚書などの差し入れで対応しております。

　また、役員登用時には経歴・賞罰を調査・確認した上で、反社会的勢力との関係がないと誓約する役員・執行役員の「就任承諾書」の提出を求
めております。

　社員・契約社員に対しましては、「正社員就業規則」および「契約社員就業規則」の服務規律におきまして、反社会的勢力との関係遮断および「
反社会的勢力管理マニュアル」「反社会的勢力対応マニュアル」の遵守を明文化しております。

　また、監査室が実施する内部監査によるモニタリングにおきましても、「反社会的勢力管理マニュアル」「反社会的勢力対応マニュアル」の運用状
況などを監査・報告する体制を整備しております。

　反社会的勢力からの接触があった場合は、「反社会的勢力対応マニュアル」に基づいて対応することとなっております。また、当社における不当
要求防止責任者を選定して暴力追放センターが実施する講習を受講させ、所轄警察暑に届け出を行い、警察・弁護士などの外部専門機関と連携
できる体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は、2008年5月8日開催の取締役会におきまして、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定

するとともに、当社および当社グループ会社の企業価値・株主共同の利益を確保し、さらに向上させることを目的として、当社株式の大量買付行

為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」という）の具体的内容を決定いたしました。本プランは、2008年6月20日開催の第91回定時株主総会



において承認可決され、2011年6月16日開催の第94回定時株主総会、2014年6月13日開催の第97回定時株主総会、2017年6月15日開催の第100
回定時株主総会、2020年6月26日開催の第103回定時株主総会において更新が可決されました。

　なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ（https://www.mitani-corp.co.jp/)に掲載しております。　

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【コーポレート・ガバナンス体制（模式図）】
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【適時開示体制の概要（模式図）】

・決算に関する情報は、財務部が開示資料を作成し、情報管理責任者に報告することなっております。

・決定事実、発生事実に関する情報は、本社・各部門・子会社等から情報管理責任者に報告することにな

　っております。

・当社及び子会社等の情報開示に関する管理及び手続きはすべて情報管理責任者の管轄としております。

・株主総会及び株式に関する情報管理及び法定上必要な手続きは総務部が行っております。

・法律の遵守・対応及び契約に関する業務と情報管理は総務部が行っております。

・証券取引所との連絡窓口は情報管理責任者であります。

決算に関する情報 決定事実に関する情報 発生事実に関する情報

財務部

開示資料の作成

本社・各部門・各子会社等

情報管理責任者（管理担当取締役）
＜情報の集約・管理＞

取締役会・経営幹部会
＜審議・開示の決定＞

情報管理責任者（管理担当取締役）

開示担当

適時開示の決定（代表取締役社長）

報告

数値情報

報告

報告

証券取引所・投資家

指示

指示

上申

手続き

定性的情報

指示

報告
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